












はじめに 

 施設のオープン化は,「地域に開かれた施設」あるいは「施設の社会化」というテーマで,

一部の施設関係者や研究者のあいだでかなり以前から論議きれ,また施設によっては何ら

かのかたちでこれを試行してきている。そして,この数年の間における施設オープン化の必

要性の認識および実践を背景として,国も施設オープン化を促進する為の事業をうち出し

ている。その内容は,施設が備えている専門性をもって在宅児・者を積極的にみていく,す

なわちその専門機能を地域のニーズに対応するものとして役立て,在宅対策と施設対策の

ドッキングをはかるというものである。 

 この新しい方向性のベースとなっているのは,地域社会のなかに福祉の対象者が日常的

に存在することこそが,地域社会の正常な姿であるというノーマリゼーションの思想であ

る。しかし一方には,40 年代以降の在宅対策の強化,近くは全員就学制(養護学校義務化)の

スタートという障害児をとりまく地域の状況の変化に伴って,入所児が収容施設の定員を

大幅に割る傾向が年々顕著となり,施設の存立の意義・あり方が根本的に問い直されなけれ

ばならなくなったという,極めて現実的な背景がある。さらには収容施設のみにとどまらず,

地域の幼稚園・保育園等一般児童施設の受け入れ状況の進展によって,幼児通園施設にも同

様の問題が顕在化してきている。通園施設の対象の重度化・低年令化への対応が要請きれ

るばかりでなく,親の早期乳幼児期からの受けとめや育児相談,幼稚園・保育園等の保育関

係者や学校教師などに対する専門的助言の機能など，在宅児・通園児・卒園児を含めた地

域の障害児とその周辺のニーズに対応することが新たに期待されている。 

 以上が施設オープン化の要請される背景であり,それらに実践的に対応することこそ施

設のオープン化そのものである。 


